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第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査における 

不在者投票の誤送付について 

 

 

１ 概要 

１０月２６日（土）に西区選挙管理委員会において東京都稲城（いなぎ）市の選挙権を有す

る方からの不在者投票を受け付け、稲城市選挙管理委員会に送付すべきところ、誤って愛知県

稲沢市選挙管理委員会へ送付してしまいました。 

選挙人の貴重な１票を行使する機会を奪ってしまうこととなり、大変申し訳ございません。 

なお、ご本人様には謝罪しております。 

 

２ 判明の経緯 

（１） １０月２６日、西区選挙管理委員会において、Ａ氏（稲城市で選挙権を有する方）の不在

者投票を受け付け、投票用紙を稲沢市選挙管理委員会へ発送。 

（２） １０月２７日午後、稲沢市選挙管理委員会からＡ氏の投票用紙が送られてきたとの連絡が

あり誤送付が発覚。 

（３） 当選管は、連絡を受け速やかにＡ氏の投票用紙の回収及び本来送付すべき選挙管理委員会

へ投票用紙を届けることを検討したが、２７日の指定投票所の閉鎖時間（２０時）までに

届けることが時間的にできないことが判明。 

 

３ 原因 

  受け付けた不在者投票の用紙の発送事務において、本来であれば本人持参の不在者投票証明

書の選挙管理委員会名と発送先の宛名をダブルチェックで照合した上で封入すべきところ、選

挙管理委員会名を稲沢市と誤認して宛名を記載し、また、チェックが不十分であったため見過

ごし、誤った宛先で発送したもの。 

 

４ 再発防止 

  今後は新たに投票用紙の受付時及び発送時のチェックリストを作成し、不在者投票証明書の

選挙管理委員会名と送付先の宛名を２人がそれぞれ確認した上で、封入するよう徹底する。 

 

 

○お問い合わせ先 

 西区選挙管理委員会事務局長（西区総務部長）原 ＴＥＬ：092-895-7001 


